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議案第１号  

 

   専決処分の承認について（藤沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例） 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により，藤沢市国民健康保険条例の一部を改

正する条例を次のとおり専決処分したので，同条第３項の規定により，これを報告

し，その承認を求める。 

  ２０２０年（令和２年）５月２０日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

専   決   処   分   書 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により，次の条例を専決処分する。 

  ２０２０年（令和２年）４月２７日 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

藤沢市国民健康保険条例（昭和２９年藤沢市条例第１９号）の一部を次のように

改正する。 

附則に次の６項を加える。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

１６ 給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいい，賞与（健康保険法

第３条第６項に規定する賞与）を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者

が療養のため労務に服することができないとき（新型インフルエンザ等対策特別

措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２第１項に規定する新型コロナ

ウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり同感染症の感染が疑われ
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るときに限る。）は，その労務に服することができなくなった日から起算して３日

を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定

していた日について，当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し，法第５８条第

２項に規定する傷病手当金（以下「傷病手当金」という。）を支給する。 

１７ 傷病手当金の額は，１日につき，傷病手当金の支給を始める日の属する月の

前月までの継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額

（その額に，５円未満の端数があるときはこれを切り捨て，５円以上１０円未満

の端数があるときはこれを１０円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当

する額（その額に，５０銭未満の端数があるときはこれを切り捨て，５０銭以上１

円未満の端数があるときはこれを１円に切り上げるものとする。）とする。ただ

し，その額が健康保険法第４０条第１項に規定する標準報酬月額等級のうちの最

高等級の標準報酬月額の３０分の１に相当する額（その額に，５円未満の端数が

あるときはこれを切り捨て，５円以上１０円未満の端数があるときはこれを１０

円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する額（その額に，５０銭未満の

端数があるときはこれを切り捨て，５０銭以上１円未満の端数があるときはこれ

を１円に切り上げるものとする。）を超えるときは，その額とする。 

１８ 傷病手当金の支給期間は，その支給を始めた日から起算して１年６月を超え

ないものとする。 

１９ 附則第１６項の期間に係る給与等の全部又は一部の支払を受けることができ

る者に対しては，これを受けることができる期間に係る傷病手当金は，支給しな

い。ただし，その一部の支払を受けることができる給与等の額が，附則第１７項の

規定により算定される額より少ないときは，その差額を支給する。 

２０ 附則第１６項及び前項ただし書の規定にかかわらず，附則第１６項の期間に

おいて，同一の事由につき，労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第７６条の規

定による休業補償若しくは労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の

規定による休業補償給付若しくは休業給付を受けることができる者，又はこれら

の法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において給与等の補償に

関する給付を受けることができる者に対しては，これを受けることができる期間

に係る傷病手当金は，支給しない。ただし，その受けることができる額が，附則第

１７項の規定により算定される額より少ないときは，その差額を支給する。 
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２１ 附則第１６項，第１９項ただし書き及び前項ただし書の規定にかかわらず，

傷病手当金は，同一の事由につき，健康保険法，船員保険法，国家公務員共済組合

法（これらを他の法律において準用し，又は例による場合を含む。），地方公務員

等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定によって，これに相当する給付を受け

ることができる場合には，支給しない。 

附 則 

１ この条例は，公布の日から施行し，令和２年１月１日から適用する。 

２ この条例による改正後の藤沢市国民健康保険条例（以下「新条例」という。）附

則第１６項から第２１項までの規定は，新条例附則第１６項に規定する期間（以

下「対象期間」という。）の全部又は一部が令和２年１月１日から規則で定める日

までの間（以下「適用期間」という。）にある場合に限り，当該適用期間内の対象

期間について適用する。 

 

 

 

提案理由 

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため，国の緊急対応策，本市におけ

る感染状況等を踏まえ，同感染症に感染した被用者等に対し，速やかに傷病手当金

を支給することにより，休みやすい環境を整備するため，同年４月２７日付けで藤

沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例を専決処分したので，地方自治法第

１７９条第３項の規定によりその承認を求める必要による。 

 

 

 

参 考 

  地方自治法 抜粋 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき，第１１３条ただし書の場

合においてなお会議を開くことができないとき，普通地方公共団体の長において

議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕

がないことが明らかであると認めるとき，又は議会において議決すべき事件を議
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決しないときは，当該普通地方公共団体の長は，その議決すべき事件を処分する

ことができる。ただし，第１６２条の規定による副知事又は副市町村長の選任の

同意及び第２５２条の２０の２第４項の規定による第２５２条の１９第１項に規

定する指定都市の総合区長の選任の同意については，この限りでない。 

３ 前２項の規定による処置については，普通地方公共団体の長は，次の会議にお

いてこれを議会に報告し，その承認を求めなければならない。 
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議案第２号  

 

専決処分の承認について（令和２年度藤沢市一般会計補正予算（第１号）） 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条

第３項の規定により，これを報告し，その承認を求める。 

  ２０２０年（令和２年）５月２０日提出 

 

藤沢市長 

 鈴 木 恒 夫  

 

 

 

専   決   処   分   書 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により，令和２年度藤沢市一般会計補正予算

（第１号）を次のとおり専決処分する。 

２０２０年（令和２年）４月２７日 

藤沢市長 

 鈴 木 恒 夫  

 

令和２年度藤沢市一般会計補正予算（第１号） 

 

令和２年度藤沢市一般会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４５，９５４，５２６千円を追加

し，歳入歳出それぞれ１９４，０１０，５２６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。 



（単位　千円）

15 国庫支出金 24,945,855 44,727,541 69,673,396

1 国庫負担金 22,405,743 118,559 22,524,302

2 国庫補助金 2,447,126 44,608,982 47,056,108

19 繰入金 3,124,901 1,214,100 4,339,001

1 基金繰入金 3,124,901 1,214,100 4,339,001

21 諸収入 4,255,770 12,885 4,268,655

5 雑入 2,635,185 12,885 2,648,070

148,056,000 45,954,526 194,010,526

款 項 補正前の額 補　正　額

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

第１表 　歳　入　歳　出　予　算　補　正

計

（歳　入）
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（単位　千円）

4 民生費 67,519,845 44,680,590 112,200,435

1 社会福祉費 28,259,268 44,033,460 72,292,728

2 子育て支援費 29,477,314 647,130 30,124,444

5 衛生費 15,102,319 202,551 15,304,870

1 保健衛生費 5,043,003 202,551 5,245,554

8 商工費 2,237,335 1,071,385 3,308,720

1 商工費 1,609,143 1,071,385 2,680,528

148,056,000 45,954,526 194,010,526歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計

款 項 補正前の額 補　正　額 計

（歳　出）
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15

19

21

4

5

8

3,124,901 1,214,100

202,551

商工費 2,237,335 1,071,385 3,308,720

148,056,000 45,954,526

衛生費 15,102,319

112,200,435

15,304,870 124,221

44,603,320

148,056,000 45,954,526 194,010,526 44,727,541

国庫支出金

補正前の額

国庫支出金

諸収入

繰入金

24,945,855 44,727,541

4,255,770 12,885

款

補　正　額

補正前の額 補　正　額

計

44,680,590

　　　補
　　　特

（歳　出）

款

67,519,845民生費

歳　　入　　合　　計

歳　　　出　　　合　　　計

歳　　入　　歳　　出　　補　　正　　予　　算

１　総　　括

（歳　入）
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（単位　千円）  

（単位　千円）  

定 　源

4,339,001

194,010,526

12,885

12,885

65,445

1,214,100

1,071,385

69,673,396

4,268,655

77,270

そ　　　　の　　　　他

財

一般財源

　　　　正　　　　額　　　　の　　　　財　　　　源　　　　内　　　　訳

地　方　債県支出金 そ　の　他分担金負担金 使用料手数料

計

事　　項　　別　　明　　細　　書
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款　　　　項　　　　目 補正前の額 補　正　額 計

２　歳　　入

15 国庫支出金 24,945,855 44,727,541 69,673,396

1 国庫負担金 22,405,743 118,559 22,524,302

2 衛生費国庫負担金 21,857 118,559 140,416

2 国庫補助金 2,447,126 44,608,982 47,056,108

3 民生費国庫補助金 854,398 44,603,320 45,457,718

4 衛生費国庫補助金 222,549 5,662 228,211

19 繰入金 3,124,901 1,214,100 4,339,001

1 基金繰入金 3,124,901 1,214,100 4,339,001

11 財政調整基金繰入金 1,600,000 1,214,100 2,814,100

21 諸収入 4,255,770 12,885 4,268,655

5 雑入 2,635,185 12,885 2,648,070

1 雑入 2,635,185 12,885 2,648,070

歳　　　　入　　　　合　　　　計 148,056,000 45,954,526 194,010,526
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区　　分 金　　額

節

説　　　　　　　　　　　　　　明

（単位　千円）

保健衛生費負 118,5591 03 感染症予防費負担金 3,510
担金

04 感染症発生動向調査事業費負担金 12,049

05 感染症医療費負担金 103,000

子育て支援費 39,7872 02 子ども・子育て支援交付金 29,437
補助金

03 保育対策総合支援事業費補助金 10,350

特別定額給付 44,033,4606 01 特別定額給付金給付事務費補助金 286,860
金給付事業費
補助金 02 特別定額給付金給付事業費補助金 43,746,600

子育て世帯臨 530,0737 01 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 18,323
時特別給付金
給付事業費補 02 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 511,750
助金

保健衛生費補 5,6621 07 感染症対策特別促進事業補助金 5,662
助金

財政調整基金 1,214,1001 01 財政調整基金繰入金 1,214,100
繰入金

衛生費雑入 12,8854 13 感染症他市負担分 12,885
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本年度予算額

特　　定　　財　　源

国県支出金 地方債 その他

款　　　項　　　目 補正前の額 補正額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源　

３　歳　　出

1

4 民生費 67,519,845 44,680,590 112,200,435 44,603,320

44,033,460

6 特別定額給付 0 44,033,460 44,033,460

社会福祉費 28,259,268 44,033,460 72,292,728

44,033,46044,033,460
金給付事業費

569,8602 子育て支援費 29,477,314 647,130 30,124,444

10,3502 児童保育費 14,997,910 10,350 15,008,260 10,350

3 青少年対策費 1,252,590 106,707 1,359,297 29,43729,437

530,0735 子育て世帯臨 0 530,073 530,073 530,073

給付事業費
時特別給付金

12,885

1 保健衛生費

5 衛生費 15,102,319 202,551 15,304,870 124,221

124,221 12,885

5 保健所費 268,225 202,551 470,776

5,043,003 202,551 5,245,554

12,885124,221 12,885124,221

8 商工費 2,237,335 1,071,385 3,308,720

1 商工費 1,609,143 1,071,385 2,680,528

2 中小企業振興 126,385 1,071,385 1,197,770
費

12,88512,885148,056,000 45,954,526 194,010,526 44,727,54144,727,541歳　出　合　計
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節

説　　　　　　　　　　　　明
一般財源 区　　分 金　　額

（単位　千円）

内　　訳

77,270

旅費 2209 44,033,46001 特別定額給付金給付事業費

需用費

役務費

3,00011 286,860　01 特別定額給付金給付事務費

43,746,600　02 特別定額給付金給付事業費

委託料

30,87612

248,76413

使用料及び 4,00014
賃借料

負担金補助 43,746,60019
及び交付金

77,270

19 760

需用費 76011 10,35001 保育所関係費

負担金補助 9,590

9,590　05 法人立保育所運営費等助成事業費

　02 市立保育所運営費
及び交付金

77,27077,270 負担金補助 106,70719 106,70707 放課後児童対策費
及び交付金

106,707　01 放課後児童健全育成事業費

530,07301 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費需用費 65911

役務費 7,66412 18,323　01 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費

委託料 10,00013 511,750　02 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費

負担金補助 511,75019
及び交付金

65,445

65,445

65,44565,445 需用費 2,94911 202,55102 保健予防事業費

役務費 24,97412 202,551　01 感染症対策事業費

24,40913 委託料

扶助費 150,21920

1,071,385

1,071,385

1,071,38507 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金1,071,385 需用費 160111,071,385

役務費 82512

負担金補助 1,070,40019
及び交付金

1,214,1001,214,100
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議案第３号 

 

専決処分の承認について（令和２年度藤沢市民病院事業会計補正予算

（第１号）） 

 

 地方自治法第１７９号第 1 項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条

第３項の規定により，これを報告し，その承認を求める。 

  ２０２０年（令和２年）５月２０日提出 

藤沢市長 

 鈴 木 恒 夫  

 

 

 

専   決   処   分   書 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により，令和２年度藤沢市民病院事業会計補

正予算（第１号）を次のとおり専決処分する。 

２０２０年（令和２年）５月８日 

藤沢市長 

 鈴 木 恒 夫  

 

令和２年度藤沢市民病院事業会計補正予算（第１号） 

 

 （総則） 

第１条 令和２年度藤沢市民病院事業会計補正予算（第１号）は，次に定めるとこ

ろによる。 

（資本的収入及び支出の補正） 

第２条 令和２年度藤沢市民病院事業会計予算第４条に定めた本文括弧書中「不足

する額 1,249,387 千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 

2,190千円，過年度分損益勘定留保資金 1,247,197千円」を「不足する額 1,249,489
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千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,190 千円，過年度分

損益勘定留保資金 1,247,299 千円」に改め，資本的支出の予定額を次のとおり補

正する。 

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ） 

支   出     

第１款 資本的支出 1,564,645千円 102千円 1,564,747千円 

第４項 国庫補助金返還金 0千円 102千円 102千円 

 

 



1  資本的収入及び支出

１ 令和２年度藤沢市民病院事業会計

支　　出

102

補正額

補 正 額 の 財 源

計

1,564,747

特定財源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

款 　項　 目

 1　資本的支出

 4　国庫補助金返還金

 1　国庫補助金返還金 102

補正前の額

1,564,645

0

0

102 102

102
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補正予算実施計画兼事項別明細書 

（単位 　千円）

内  訳 節

102

10201 国庫補助金返還金

説　　　　　　　　　明
一般財源

102

102

区分 金　額

 83 補助金返還金 102
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２ 令和２年度藤沢市民病院事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位　千円）

既決額 補正額 計

 1　業務活動によるキャッシュ・フロー

　業務活動によるキャッシュ・フロー △ 120,657 0 △ 120,657

 2　投資活動によるキャッシュ・フロー

国庫補助金の返還による支出 0 △ 102 △ 102

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 690,874 △ 102 △ 690,976

 3　財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 475,346 0 △ 475,346

資金増加額（又は減少額） △ 1,286,877 △ 102 △ 1,286,979

資金期首残高 4,339,426 4,339,426

資金期末残高 3,052,549 △ 102 3,052,447

区　　分
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３ 令和２年度藤沢市民病院事業会計補正予定貸借対照表

（令和３年３月３１日）

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ｲ 建物 18,351,915 18,351,915

減価償却累計額 △ 7,384,574 △ 7,384,574 10,967,341

ﾛ 構築物 517,286 517,286

減価償却累計額 △ 157,747 △ 157,747 359,539

ﾊ 器械備品 6,889,301 6,889,301

減価償却累計額 △ 4,786,116 △ 4,786,116 2,103,185

ﾆ 車両 6,826 6,826

減価償却累計額 △ 5,024 △ 5,024 1,802

ﾎ 放射性同位元素 6,951 6,951

減価償却累計額 △ 5,197 △ 5,197 1,754

ﾍ リース資産 1,046,107 1,046,107

減価償却累計額 △ 422,330 △ 422,330 623,777

ﾄ その他有形固定資産 56,007 56,007

有形固定資産合計 14,113,405

(2) 無形固定資産

ｲ ソフトウェア 854,454 854,454

ﾛ 電話加入権 3,573 3,573

ﾊ 施設利用権 2,870 2,870

無形固定資産合計 860,897

(3) 投資その他の資産

ｲ 破産更生債権等 1,720 1,720

貸倒引当金 △ 1,720 △ 1,720 0

ﾛ 長期前払消費税 441,886 441,886

ﾊ その他投資 1,000 1,000

投資その他の資産合計 442,886

固定資産合計 15,417,188

2 流動資産

(1) 現金預金 3,052,549 △ 102 3,052,447

(2) 未収金 3,086,518 3,086,518

貸倒引当金 △ 26,204 △ 26,204 3,060,314

(3) 貯蔵品 64,860 64,860

流動資産合計 6,177,621

資産合計  21,594,809

 

資産の部

（単位　千円）

区　　分 既決額 補正額 計
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3 固定負債

(1) 企業債

ｲ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

11,456,588 11,456,588

企業債合計 11,456,588

(2) 長期リース債務 473,885 473,885

(3) 引当金

ｲ 退職給付引当金 3,090,298 3,090,298

引当金合計 3,090,298

固定負債合計 15,020,771

4 流動負債

(1) 企業債

ｲ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

669,169 669,169

企業債合計 669,169

(2) 短期リース債務 221,101 221,101

(3) 未払金 1,549,100 1,549,100

(4) 引当金

ｲ 賞与引当金 518,852 518,852

ﾛ 法定福利費引当金 96,270 96,270

引当金合計 615,122

(5) その他流動負債 84,135 84,135

流動負債合計 3,138,627

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ｲ 国県補助金 681,961 △ 102 681,859

ﾛ 負担金 160,461 160,461

ﾊ その他 115,194 115,194

長期前受金合計  957,514

(2) 収益化累計額 △ 491,274 △ 491,274

繰延収益合計 466,240

負債合計 18,625,638

6 資本金 9,575,890 9,575,890

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ｲ 受贈財産評価額 56,007 56,007

資本剰余金合計 56,007

(2) 欠損金

ｲ 当年度未処理欠損金 6,662,726 6,662,726

欠損金合計 6,662,726

剰余金合計 △ 6,606,719

資本合計 2,969,171

負債資本合計 21,594,809

(注)消費税及び地方消費税抜処理により作成

負債の部

資本の部

区　　分 既決額 補正額 計
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議案第４号  

 

藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について 

 藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）５月２０日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例（昭和３２年藤沢市条例第２９号）

の一部を次のように改正する。 

附則中第９項を第１０項とし，第８項を第９項とし，第７項の次に次の１項を加

える。 

８ 令和２年９月３０日までの間，第２条の規定により市長等に支給する給料の額

は，第３条各号の規定にかかわらず，当該各号に定める額に，市長にあつては

１００分の８０を，副市長にあつては１００分の９０を，教育長にあつては

１００分の９５を乗じて得た額とする。ただし，第７条第１項に規定する退職手

当の額の算出基礎となる給料月額については，第３条各号に規定する額とする。 

附 則 

 この条例は，令和２年６月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，新型コロナウイルス感染症の拡大の影響及びそのまん

延防止のための措置の影響により厳しさを増している市民等の生活の状況に鑑み，

常勤特別職職員の給料削減を図る必要による。 
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議案第５号  

 

藤沢市介護保険条例の一部改正について 

 藤沢市介護保険条例の一部を次のように改める。 

２０２０年（令和２年）５月２０日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市介護保険条例の一部を改正する条例 

 藤沢市介護保険条例（平成１２年藤沢市条例第５６号）の一部を次のように改正

する。 

第６条第２項中「及び令和２年度」を削り，「２１,１５０円と」の次に「，令

和２年度においては１６,９２０円と」を加え，同条第３項中「令和元年度及び令

和２年度の各年度における」を削り，「３１,０２０円」を「令和元年度において

は３１,０２０円と，令和２年度においては２８,２００円」に改め，同条第４項中

「令和元年度及び令和２年度の各年度における」を削り，「３８,０７０円」を

「令和元年度においては３８,０７０円と，令和２年度においては３６,６６０円」

に改める。 

附 則 

 この条例は，公布の日から施行し，令和２年４月１日から適用する。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは，介護保険法施行令の一部が改正され，低所得者に係る

保険料の軽減の強化がされたことに伴い，当該軽減の対象となる被保険者に係る保

険料を規定する必要による。 


